
１ 概要

一般事業主（子ども・子育て拠出金を負担している事業者）

であり、自社や提携企業の従業員が利用できる保育施設。

 地域住民についても、総定員の５０％以内の範囲で利用することが可能。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 利用対象者

１ 事業主の従業員の児童

２ 提携企業の従業員の児童

 ※非正規労働者を含む。

  （支給認定に係る手続きは不要）

 

 

 

３ 職員及び設備の

  原則、小規模保育事業

 

４ 実施施設の概要

  裏面一覧のとおり

 

５ 利用料金

  各施設に直接お問い合わせください。

 

要 

一般事業主（子ども・子育て拠出金を負担している事業者）

であり、自社や提携企業の従業員が利用できる保育施設。

地域住民についても、総定員の５０％以内の範囲で利用することが可能。

利用対象者 

従業員枠

事業主の従業員の児童

提携企業の従業員の児童

※非正規労働者を含む。

（支給認定に係る手続きは不要）

職員及び設備の

原則、小規模保育事業

実施施設の概要

裏面一覧のとおり

利用料金等について

各施設に直接お問い合わせください。

※ 

一般事業主（子ども・子育て拠出金を負担している事業者）

であり、自社や提携企業の従業員が利用できる保育施設。

地域住民についても、総定員の５０％以内の範囲で利用することが可能。

従業員枠 

事業主の従業員の児童 

提携企業の従業員の児童

※非正規労働者を含む。 

（支給認定に係る手続きは不要）

職員及び設備の基準 

原則、小規模保育事業（認可施設）

実施施設の概要 

裏面一覧のとおり（入所希望者の利用調整は、各施設の設置者が行います。）

について 

各施設に直接お問い合わせください。

 保護者のいずれもが就労要件等を満たすことが必要

一般事業主（子ども・子育て拠出金を負担している事業者）

であり、自社や提携企業の従業員が利用できる保育施設。

地域住民についても、総定員の５０％以内の範囲で利用することが可能。

 

提携企業の従業員の児童 

 

（支給認定に係る手続きは不要） 

（認可施設）

（入所希望者の利用調整は、各施設の設置者が行います。）

各施設に直接お問い合わせください。

保護者のいずれもが就労要件等を満たすことが必要

一般事業主（子ども・子育て拠出金を負担している事業者）

であり、自社や提携企業の従業員が利用できる保育施設。

地域住民についても、総定員の５０％以内の範囲で利用することが可能。

 

１ 従業員枠以外の児童

 ※総定員の５０％以内

  （地域枠を設けないこともあり）

※地域枠については、平成３０年３月１日

から、一定の要件の中で５０％を超えて

弾力的に運用できるようになりました。

 

（認可施設）と同様 

（入所希望者の利用調整は、各施設の設置者が行います。）

各施設に直接お問い合わせください。 

保護者のいずれもが就労要件等を満たすことが必要

一般事業主（子ども・子育て拠出金を負担している事業者）

であり、自社や提携企業の従業員が利用できる保育施設。

地域住民についても、総定員の５０％以内の範囲で利用することが可能。

従業員枠以外の児童

総定員の５０％以内

（地域枠を設けないこともあり）

※地域枠については、平成３０年３月１日

から、一定の要件の中で５０％を超えて

弾力的に運用できるようになりました。

 

（入所希望者の利用調整は、各施設の設置者が行います。）

保護者のいずれもが就労要件等を満たすことが必要

一般事業主（子ども・子育て拠出金を負担している事業者）が運営する保育事業

であり、自社や提携企業の従業員が利用できる保育施設。 

地域住民についても、総定員の５０％以内の範囲で利用することが可能。

地域枠

従業員枠以外の児童 

総定員の５０％以内 

（地域枠を設けないこともあり）

※地域枠については、平成３０年３月１日

から、一定の要件の中で５０％を超えて

弾力的に運用できるようになりました。

（入所希望者の利用調整は、各施設の設置者が行います。）

保護者のいずれもが就労要件等を満たすことが必要 

が運営する保育事業

地域住民についても、総定員の５０％以内の範囲で利用することが可能。

地域枠 

（地域枠を設けないこともあり）

※地域枠については、平成３０年３月１日

から、一定の要件の中で５０％を超えて

弾力的に運用できるようになりました。

（入所希望者の利用調整は、各施設の設置者が行います。）

が運営する保育事業 

地域住民についても、総定員の５０％以内の範囲で利用することが可能。 

（地域枠を設けないこともあり） 

※地域枠については、平成３０年３月１日 

から、一定の要件の中で５０％を超えて 

弾力的に運用できるようになりました。 

（入所希望者の利用調整は、各施設の設置者が行います。） 



保育時間
7:30～18:30
（延長：18:30～19:30）

開園日 月～土曜日

休園日 日、祝日.、年末年始

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

4 4 2 1 19

保育時間 8:00～17:00

開園日 月～金曜日

休園日
土日、祝日、年末年始、夏
季3日休

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

0 6 6 0 0 0 12

保育時間
7:30～18:30
（延長：18:30～19:30）

開園日 月～日曜日

休園日 なし(利用予定ない日は休園）

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

6 8 10 2 2 2 30

保育時間
7：00～18：00　　　　　　　
（延長18：00～19：00）

開園日 月～土、祝

休園日 日、年末年始

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

3 5 6 30

企業主導型保育事業一覧
設置者 GEADあおぞらこども園株式会社

所在地
〒067-0041
元江別本町２３番地の８

電話番号 011-375-7850

E-mail global.hoiku@gmail.com

定員 8

従業員枠での利用 社員及び提携先企業の従業員が利用可（要事前契約）

地域枠での利用 定員の５０％まで申し込み可（直接問い合わせ）

設置者 東　克己（あずま子ども家庭クリニック）

所在地
〒069-0815
江別市野幌末広町２３番地の１５

電話番号 011-391-8839

E-mail noppororinrin2525＠gmail.com

定員

従業員枠での利用 職員及び提携先企業の従業員が利用可　

地域枠での利用 定員の５０％まで申し込み可（直接問い合わせ）

設置者 医療法人風のすずらん会

所在地
〒067-0064
江別市上江別442番19

電話番号 011-384-4150

E-mail nanohana@kaze-suzuran.com

定員

従業員枠での利用 職員及び提携先企業の従業員が利用可（要事前契約）

地域枠での利用 定員の５０％まで申し込み可（直接問い合わせ）

設置者 社会福祉法人日本介護事業団

所在地
〒069-0841
江別市大麻元町154番地14

電話番号 011-887-9391

E-mail asanowa-hoikuen@note.or.jp

定員 16

従業員枠での利用 職員及び提携先企業の従業員が利用可（要事前契約）

地域枠での利用 定員の50％まで申し込み可（直接問い合わせ）

その他
保育サービス

一時預かり

手ぶら登園導入により
おむつの持ち込みなし

その他
保育サービス

体調不良児、病児保育、病
後児保育、一時預かり

その他
保育サービス

一時預かり
病児保育（体調不良児型）

その他
保育サービス

一時預かり

GEADあおぞら
保育園元江別

のっぽろ
りんりん
保育室

えべつ 
なのはな
保育園

あさのわ
保育園


